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エコツーリズム推進法〈略称:なし)

(平成 Iq年法律第 105号)(公布日平成 Iq年6月27日)(平成23年法律第 105号)

e-Gov (法):https:j jlαws.e-gov.go.jpjlαwj41QACI000000105 

e-Gov (施行令):なし

e-Gov (施行規則):https:j jlaws.e-gov.go.jpjlαwj420M6000lA80001 

〈令和 7年q月|日施行)(令和7年文部科学省・膿林水産省・国土交通省・環境省令第一号〉

環境省HP: https:jjwww.env.go.jpjnaturejecotourismjtrγ-ecotou rism jlaw j 

この法律は、自然環境の保全に配慮しながら、地域の創意工夫を生かしたエコツーリズムを実現させるために制定された法律です。市町村長が作成したエコツーリズ

ム推進全体構想に基づいて指定した動植物の生息地文は生育地などは保護の対処どなリ、立入禁止などの措置が可能になります。

〈法律の骨格〉

身近な環境についての保護意識の高まりや自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりから、時聞をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が普及するようになりま

した.この一方で、地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーヒ呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化したりする事例も

見られるようになりました。このため、自然環境の保全に配慮しながら、地域の創意工夫を生かしたエコツーリズムを実現させるためにエコツーリズム法が 2012年

8月に施行されました。

政府は、市町村が作成するエコツーリズム推進全体構想の基礎ヒなる「基本方針」を定める【第4条】。

市町村は、地域ごとにエコツーリズム推進協議会を組織し、エコツーリズム推進全体構想の作成ヒ組織運営を行う【第5条】。

作成したエコツーリズム推進全体構想は固による認定を申請でき【第 6条】、認定を受けるヒ市町村長は動植物の生息地又は生育地、伝統的な生活文化などを

「特定自然観光資源」として指定でき、汚損や損傷、観光旅行者に著しく迷惑をかける行為を禁止するなどの保護措置を講じるこヒができる【第8条】。

さらに、特定自然観光資源が所在する区域への立ち入り人数を制限できる【第q条】。

条項 条文 種類

第|条 (目的〉 目的

この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓

発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の

策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定める=とによリ、エコツー1)ズムに関する施策を総合的かっ効果的に

推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するごとを目的ヒする。

第2条第 l項 この法律において「自然観光資、車』ヒは、次に掲げるものをいう。 定義

|動植物の生息地文は生育地その他の自然環境に係る観光資源

2自然環境ヒ密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源
第2条第2項 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内文は助言を受け、当該自 定義

然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源ヒ触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。
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第 2条第 3項 この法律におい-cr特定事業者」ヒは、観光旅行者に対し、自然観光資源についTの案内又は助言を業ヒじて行う者(そのあ勺せんを業 定義

ヒじて行う者を含む.)をいう。

第 2条第4項 =の法律において「土地の所有者等」ヒは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的ヒする権利、漁 定義

業権若しくは入漁権(臨時綾備の設置その他一時使用のため設定守れたこヒポ明M、なものを除<.)を有する者をいう。

第 3条第 l項 (基本理念) 基本理念

エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護きれることがその発展の基盤であるこヒにかんがみ、自然観光資源が損なわれな

いよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従っτ実施されるヒヒもに、実施の状況を監視し、
その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない.

第2項 2エコツーリズムは、特定事業者が自主的かっ積極的に取り組むとヒもに、観光の振興に寄与するこヒを旨ヒして、適切に実施され

なければならない.

第3項 3エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の

地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与するこヒを旨ヒして、適切に実施されなければならな

L、.

第4項 4エコツーリズムの実施に当たっτは、環境の保全についτの国民の理解を深めるこヒの重要性にかんがみ、環境教育の場ヒしT
活用が図られるよう配慮されなければならない。

第4条第 l項 (基本方針) 義務

政府は、基本理念にのっヒリ、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針J!::~、う。)を定めなければならない. (政府)

第 5条第 1:項 (エコツ リズム推進協議会) 権限付与

市町村(特別Eを含む.以下閉じ.)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごヒに、次項解釈M 醐 lに規定する (市町村)

事務を行うため、当該市町村のほ市¥特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識

を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等J1::.、ぅ.)並びに関係行政機関

及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という.)を組織するこヒができる。
(解釈上旬注釈 1)引用省略.

第6条第 l項 (全体構想の認定) 権限付与

市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令解釈ょの注叡 2で定めるヒころによリ、当該全体構想についT主 (市町村)

務大臣の認定を申請するこヒができる.
(解釈ょの注釈2)施行規則第2条.引用省略.

第6条第2項 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合するヒ認めるヒきは、その認定をするものヒす 義務

る。 (主務大臣)

l基本方針に適合するものである=ヒ.

2自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれ

るものであるこじ

第 7条第 l項 (認定全体構想についτの周知等) 義務
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主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体 (主務大臣)

構想の内容についT周知するものヒする.

第 S条第 l項 (特定自然観光資環の指定) 権限付与

全体構想について第6条第 2項の認定を受けた市町村(第 12条を除私以下単に「市町村」ヒいう.)の長(以下単に「市町村長Jt，叶.)は、認 (市町村長)

定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他由無形町観光資意を除

<.以下Zの項においT同1::.)であっT、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源ヒしτ指定するこヒができる。た
だし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源ヒレて主務省令解胞の胡3で定めるものについτは、この限リでない。
(解釈上司注釈3)施行規則第4条で、以下を規定しTいる.

l文化財保護法的名勝又は天然記念物
2森林法的保安林ヒじて指定された区域内の土地
3漁業法又は水産動植物及び水産資源保護法的保護水面
4都市公園法的都市公圏内的土地
5自然公園法的特別地域内の植物及び動物、特別保護地E内的土地、植物(木竹を含む.)及び動物、海域公園地E内の渇底及び動植
物
6自然環境保全法田原生自然環境保全地域内田土地、植物(木竹を含む.)及び劃物、特別地区内町土地、野生動植物保護地区町野生
動植物、海域特別地区内の海底及び動植物
7種田保存法の圏内希世野生動植物種、緊急指定種、管理地区内町土地(水底を含む.)及び野生動植物
B鳥獣保護管理法の鳥獣、固指定特別保積地区内町植物(木竹を除<.)及び動物、都道府県指定特別保護地E内向植物(木竹を除<.)
及び齢物

第 q条第 l項 (特定自然観光資源に関する規制) 義務

特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない.

l特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去するこL

2観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨T、又は放置するこヒ.

3著しく悪臭を発散させ、音響機器等によリ著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の

者に著しく迷惑をかけるこじ

4前 3号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為ヒしτ認定全体構想に従い市町村の条例で定める行
為

第 q条第 2項 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内においτ前項各号に掲げる行為をしTいる者があるヒきは、その行為を 権限付与

やめるよう指示するこヒができる. (市町村)

指示違反
(30万円以下回
罰金)

第 10条第 l項 市町村長は、認定全体構想に従い、第 B条第 l項の規定によリ指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活 権限付与

動により著しく損なわれるおそれがあるヒ認めるヒきは、主務省令解釈ょの注釈 4で定めるヒころによリ、当該特定自然観光資源の所在す (市町村長)

る区域への立入リにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をするこヒができる.ただし、他の法令によりその所

在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であっT主務省令解釈M 醐 5で定めるものについては、この限リでない.
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(解釈ょの注釈4)施行規則第5条第l項で、期聞を定めるこEを規定しTいる.
(解釈ょの注釈5)施行規則第6条で、自然公園法で指定された湿原・利用調整地区内、自然環境保全法で指定された原生自然環境保全区域内町立入制限

地区、種田保存法で指定された管理区域内町立入制限地区量規定しTいる.

第 10条第2項 前項の規定による制限がされたときは、同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入っτは 義務

ならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

あっτ主務省令嗣ょの胡6で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでない。
(解釈ょの注釈6)施行規則第7条で、生活上や維持管理上で必要な 25町行為を規定している.

第 10条第4項 市町村の当該職員は、第 2項の規定に違反して当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるヒきは、当該区域への 権限付与

立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示するこヒができる. (市町村)

指示違反

(30万円以下町

罰金)


